
                         

平成 27 年６月 22 日 

各位 

 
会 社 名 株 式 会 社 ア イ セ イ 薬 局

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  藤 井  江 美

証券コード 3 1 7 0 （ 東 証 Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ）

問 合 せ 先 専務取締役 管理本部長 遠藤 義明
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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改正について 

 
当社は、平成27年６月22日開催の取締役会において、下記の通り「内部統制システムの整備に

関する基本方針（旧「業務の適正を確保するための体制整備指針」）」を一部改正することにつ

いて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、変更箇所は下線で示しております。 

 

記 

 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

 

当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、当社の業務の適正化を確保するため

の体制の整備を図る。 

 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、経営の基本方針である「行動指針」の一項に法令、倫理、社会規範の遵守を掲げる。

当該指針が役員及び従業員に徹底されるよう、全役職員に当該指針を記載した小冊子を配布す

る。 

また、代表取締役社長を委員長、取締役及び常勤監査役などを構成員とする「リスク・コン

プライアンス委員会」を設置する。 

取締役及び使用人の職務執行について、法令上疑義のある事実を知った者は、その役職を問

わず、「リスク・コンプライアンス規程」に従い、内部通報受付機関に直接通報を行うものと

する。 

内部監査室は、業務執行部門から独立した代表取締役社長の直轄部門であり、指示に基づき

業務執行状況などの内部監査を実施し、代表取締役社長及び取締役会に報告する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、株主総会、取締役会、その他主要会議の決定のプロセス及びその重要な決定事項の

執行に係る情報について書面又は電子文書にて記録保存する。取締役及び監査役がこれらの文

書等を常時閲覧できるよう規程を整備し、保存及び管理を適正に行う。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社の損失の危険（以下「リスク」という）についてはリスクを適正に管理し、経営の健全

性を確保するための規程を整備するとともに、リスク管理のための組織横断的な委員会を設置

してリスクの抽出と対策、管理状況の把握に努め、リスクの種類と対応策に応じてリスク回避

措置の指導監督及び当社の主要かつ重要な事業、その他重要な業務に係るリスク回避措置に関



                         

する指導監督、その他のリスクマネジメントに関する指導監督を実行する。危機発生時には対

策本部の設置や、必要に応じて取締役会又は主要会議において報告・協議・情報交換を行う。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための諸規程を整備する等

して体制を整備する。また、取締役会が定めた中期経営計画、年度予算に関する事項について

は、各取締役はその目標達成のために各所管部署に具体的目標及び役割分担を含めた効率的な

達成の方法を指示し、その進捗状況を定期的に検証し、必要に応じて改善を促すほか、主要会

議において報告・協議・情報交換を行い効率化を図る体制を適正に運用する。 

 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）取締役は使用人が法令・定款・諸規程及び企業理念・行動指針及び社会規範を遵守するよ

う周知徹底、指導を図り、自らは模範となり、その徹底状況を代表取締役及び内部監査室

と連携の上、評価・検証・改善し、必要に応じて社内外の教育研修機関を活用し教育を行

う。 

（２）取締役会はコンプライアンス体制の確立を目的とした規程を整備し、また、取締役会の諮

問機関として委員会を設置して取締役、使用人その他関係者からの情報提供を円滑に受け

入れるための体制として整備した内部通報制度を適正に運用する。 

（３）当社は取引先、社内外の関係者に反社会的勢力の関与を一切排除することとし、そのため

の規程を制定し、取引先・社内外の関係者の調査を徹底し、反社会的勢力との接触を未然

に防ぎ、不当・不法な要求に対して一切遮断する体制を適正に運用する。 

 

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社グループに属する子会社について、親会社の支配の状況、各子会社の業務の内容、各子

会社に適用される法令の内容等を精査し、原則として当社の内部統制システムを適用し、当社

取締役会と当該子会社取締役会は適宜連携し業務の適正を確保する。 

（１）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

子会社の業務執行状況については、「関係会社管理規程」に従って、統括管理者及び主管

責任者が統括管理を行い、規程に定める一定の事項についての事前協議及び報告を求め、

当社へ報告する。 

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

子会社のリスクマネジメントは、「リスク・コンプライアンス規程」に従って、主管責任

者が統括管理する。主管責任者は、子会社に対してリスクマネジメント体制の整備その他

リスクマネジメントに関する事項について指導を行う。 

（３）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、子会社による経営計画の策定にあたり、当社との事前協議の場を設けるほか、子

会社の経営が当社グループ経営の全体最適に適うよう子会社の状況把握と諸問題の検討等

を行う。 

（４）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 

当社取締役、監査役、及び従業員は、子会社の取締役または監査役に就任し、子会社を監査、

監視する。また、内部監査室は「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査の実施または

統括を行う。また、財務報告の信頼性の確保について、当社及び子会社から成る企業集団に

おける体制の整備と運用に関する基本的な事項を「内部統制規程」に定める。 

 



                         

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 

当社は、監査役の職務を補助するために必要な補助業務を求められた場合、当該業務に必要

な人員を適宜監査役と協議し、補助業務に就かせる措置をとることができるものとする。 

 

８．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当社は、監査役の補助業務を行う使用人（以下「監査補助人」という）に対して、当該補助

業務を遂行する期間は補助業務を優先して遂行できるよう措置を施し、補助業務遂行中の指揮

命令は監査役から監査補助人に対して直接なされるものとする。また、監査補助人の本来業務

に係る人事評価において補助業務に就いたことに起因する影響を反映しないものとする。 

 

９．監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項 

取締役は監査補助人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当

該補助人が監査役の職務を補助するのに必要な時間を確保する。 

 

10．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

（１）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 

取締役及び使用人は取締役会及び主要会議を通じて業務執行の状況などを報告するものと

する。なお、緊急の事項については迅速性を優先し直接監査役に報告をする。 

（２）子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者、その他これらの者

に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための

体制 

子会社の取締役、監査役、及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、業務の執

行状況などを報告するものとする。 

 

11．前号の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制 

当社および子会社は、報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。 

 

12．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項 

監査役が監査役及び監査補助人の職務の執行について生ずる費用の前払い又債務の償還を請

求したときは、担当部門において審議のうえ、その必要が認められない場合を除き、速やかに

処理する。 

 

13．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、次の体制を確保する。 

（１）監査役と内部監査室は定期的に監査状況を情報共有し、業務監査について改善が必要な事

項の強化と徹底策を協議する。 

（２）監査役と会計監査人は定期的に監査状況を情報共有し、会計監査について改善が必要な事

項の強化と徹底策を協議する。 

（３）監査役と代表取締役は定期的に情報共有し、取締役の業務執行の適正に関して改善が必要

な事項の強化と徹底策を協議する。 

（４）監査役は緊急性の高いコンプライアンス上の問題を認知した場合に、問題の内容に応じて



                         

随時代表取締役社長、取締役、内部監査室と協議することができる。 

 

以上 

 

平成２１年 ３月２７日 制定 

平成２２年 ６月１５日 改定 

平成２７年 ６月２２日 改定 


